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１．処理対象物 ３．鹿島共同再資源化センターにおける処理方法

決められたルートで
新規保管テントに移
送

掘削テント内において、汚染土壌等を飛散防止
のため密閉容器に詰め替える（㈱鴻池組が実
施）

【【掘削テント掘削テント】】

新規保管テントに汚染土壌等を充填した密閉容
器を保管（㈱鴻池組が実施）

決められたルート
でセンターへ移送

【【新規保管テント新規保管テント】】

密閉容器に入った汚染土壌等を廃棄物・RDFに
少量ずつ（３～４％程度）混合して投入し、焼却
処理する。

【【鹿島共同再資源化センター鹿島共同再資源化センター】】

４．モニタリングデータ等の公表

※これまでボーリング調査で発生した土壌等を含む。

2,116223－合計

14－0.62汚染米

101785－コンクリート様の塊及び粗大物

2,001194－汚染土壌※

処理量
（ｔ）

平均濃度
（ｍｇ/ｋｇ）

汚染濃度
（ｍｇ/ｋｇ）

汚染物の種類 受入設備 焼却炉 減温装置
排ガス
処理装置 煙突

灰出装置
飛灰
処理装置

排ガス

主灰

飛灰

汚染土壌等

RDF廃棄物

廃棄物と
一緒に投入 高温での

安定燃焼

発生する飛灰を
捕集

安定化して処分

本格処理期間中は、処理の状況やモニタリン
グデータ等について、「広報かみす」や神栖市
ホームページにおいて公表します。

＋

掘削テント

密閉容器に詰められた
汚染土壌

新規保管テント

鹿島共同再資源化センター全景 ロータリーキルン運搬車両(ウイング車）

施設位置と運搬ルート

密閉容器（20Ｌ)
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ｱﾄﾝﾊﾟﾚｽﾎﾃﾙ

鹿島ｾﾝﾄﾗﾙﾎﾃﾙ

国道

適正に処分

資料８


